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2020 年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針について(お願い) 

 液化石油ガスの保安確保については、平素から格別のご尽力をいただき、厚くお礼申し

上げます。 

  さて、このことについて、（一社）全国ＬＰガス協会を通じて、経済産業省から別添の

とおり通知がありました。 

今年度の保安対策指針は、供給管・配管の事故防止対策、自然災害対策等について内容

が見直されており、変更箇所は下線で示されています。 

（主な変更箇所） 

○供給管･配管の工事を行う際の締付トルクの管理及び気密試験・漏洩試験の確実な実施 

 （３（３）①（エ）） 

○大規模水害による容器流出防止対策の重点的実施（４（１）） 

○顧客情報、設備情報、ＬＰガス保安情報についてクラウドを活用するなどの情報保全 

 （４（４）） 

また、従来から、ガス漏洩事故を未然に防止する観点からの不要な充填容器等の撤去の

推進が進められていますが、昨今の水害の多発化、激甚化により更にその重要性が増して

おり、適切な対応が求められています。（３（３）②（ウ）） 

貴販売事業所におかれては、これらの指針等を踏まえ、更なる保安対策の推進に努めて

いただきますようよろしくお願いします。 
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